
 

 

事 務 連 絡  

令和４年３月25日 

 

各都道府県 障害保険福祉担当主管部（局）御中 

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 

 

 

「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関するＱ＆Ａ（Vol.３） 

（令和４年３月25日）」の送付について 

 

 

平素より、障害福祉行政の推進につきまして、ご協力を賜り、厚く御礼申し上

げます。 

「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関するＱ＆Ａ（Vol.３）（令和４

年３月 25 日）」を送付いたしますので、貴県におかれましては、御了知の上、管

下事業所等への周知を徹底し、その取扱いに当たっては遺漏なきよう、よろしく

お願い申し上げます。 

 

  



 

 

（答） 

前年度の賃金の総額については、令和３年２月から９月までの８か月間の賃

金の総額を記載することとしているが、これにより難い合理的な理由がある場

合には、他の適切な方法により前年度の賃金の総額を推定することとしている。 

また、福祉・介護職員処遇改善加算等においては、独自の賃金改善の具体的な

取組内容と算定根拠を記載することで、前年度の福祉・介護職員の賃金の総額か

ら独自の賃金改善額を控除することを可能としている。 

そのため、前年度に通常よりも多く賞与を支払っていた等の理由により、前年

度の賃金の総額（基準額）が例年よりも高くなり、前年度からの賃金の増加額が

交付金の額を上回らなかった場合、処遇改善加算等の計画書を本交付金の計画

書とあわせて提出することで、処遇改善加算等において控除された独自の賃金

改善額や、その取組内容及び算定根拠を明らかにすることにより、本交付金にお

ける基準額についても、処遇改善加算等の計画書における独自の賃金改善額と

同額を控除して推定することが可能である。 

 

 

問２ 休止していた事業所が令和４年２月から９月の間に再開した場合、本

交付金を申請することは可能か。 

（答） 

新規開設事業所と同様に（福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関するＱ

＆Ａ（令和４年２月２日）問 20 参照）、要件を満たす場合には本交付金の対象と

なる。 

なお、休止前に本交付金を受けていた場合は、休止前と再開後それぞれの期間

について計画書及び実績報告書の提出が必要であり、事業所が休止する場合の

取扱いについては「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関するＱ＆Ａ（令

和４年２月２日）」問 22 も参照されたい。 

 

  

問１ 前年度に通常よりも多く賞与を支払った等の理由により、前年度の賃

金の総額（基準額）が例年よりも高くなり、本交付金による賃金改善を行っ

ても前年度からの賃金の増加額が交付金の額を上回らない場合、本交付金

の申請はできないのか。 



 

 

問３ 都道府県の圏域を超えて所在する複数の障害福祉サービス事業所等を

有する障害福祉サービス事業所等が、法人で一括して処遇改善臨時特例交

付金計画書及び処遇改善臨時特例交付金実績報告書を作成する際、当該都

道府県ごとに別個の計画書等を作成し提出することが必要か。 

（答） 

処遇改善加算等の計画書及び実績報告書の作成を法人単位で行う場合、 

・ 法人において処遇改善加算等により賃金改善を行った総額が、法人における

処遇改善加算等による収入額を上回ることが必要であるが、 

・ 提出先の都道府県ごとに処遇改善計画書等を書き分けることまでは不要で

あり、指定権者をまたぐ複数事業所について、法人単位で一括して処遇改善計

画書を作成することは可能であるが、 

この取扱いについては、本交付金においても同様とする。 

なお、交付金を取得する事業所は、交付金別紙様式２－２の「交付金取得予定」

欄に「○」を記入し、各都道府県から、当該欄に「○」が記入され、かつ、「事

業所の所在地」欄に自都道府県の名称が記載された事業所について交付金の支

払い等が行われる。 

 

＜参考＞ 

平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するＱ＆Ａ（平成24年8月31日）

問 22 

 

 

問４ Ａ法人の運営するＸ事業所が、法人の吸収合併等により、Ｂ法人が令和

４年４月１日から運営することになった場合の２・３月からの賃上げに係

る要件の取扱いについて、Ａ法人が運営していた期間についても交付金の

対象とすることは可能か。 

（答） 

事業所を運営する法人が吸収合併等を行う場合の２・３月からの賃上げに係

る要件の取扱いについては、事業所の職員に変更がない等、吸収合併等の前後で

事業所が実質的に継続して運営されると都道府県において認める場合、以下の

取扱いにより、その前後において、それぞれ交付金の対象とすることが可能であ

る。 

・ Ｘ事業所について、Ａ法人の処遇改善計画書には２・３月分を、Ｂ法人の処

遇改善計画書には４～９月分の計画を記入する。実績報告書についても同様

の取扱いとする。 

 

 



 

 

問５ Ａ法人の運営するＸ事業所を別のサービスに変更した場合の取扱いに

ついて、変更前の期間についても交付金の対象とすることは可能か。 

（答） 

事業所の職員に変更がない等、サービス変更の前後で事業所が実質的に継続

して運営されると都道府県において認める場合、交付金の対象とすることが可

能。なお、処遇改善計画書及び実績報告書の個表には、それぞれの事業について

期間を分けて２行分記載すること。 

 

＜参考：記入例（交付金別紙様式２－２）＞ 

合計を(k)に表示

都道府県 市区町村

①福祉・介護職
員処遇改善臨時
特例交付金の見
込額
(f×g×h)
[円]

（i-1）
③ⅰ）
福祉・介護
職員の賃金
改善額［円］

（i-2）
ベースアッ
プ等による
賃金改善
額［円］

（j-1）
③ⅱ）
その他職種
の賃金改
善額［円］

（j-2）
ベースアッ
プ等による
賃金改善
額［円］

1 ○ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ○○市 □□県 ○○市 ○○ケアサービス 居宅介護 加算Ⅰ 2,000,000 3.6% 令和 4 年 2 月～令和 4 年 3 月 （ 2 ヶ月） 144,000 108,000 86,400 36,000 28,800

2 ○ 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 ○○市 □□県 ○○市 ○○ケアサービス 同行援護 加算Ⅰ 2,000,000 3.6% 令和 4 年 4 月～令和 4 年 9 月 （ 6 ヶ月） 432,000 324,000 259,200 108,000 86,400

障害福祉サービス等
事業所番号

指定権者名 事業所名

事業所の所在地

交
付

金
取
得
予
定

列ごとの合計が「２賃金改善計画について」③に転記

サービス名

算定する福
祉・介護職員
処遇改善加
算の区分
（Ⅰ～Ⅲを算
定しない事
業所は交付
金を取得で
きません）

一月あたり
障害福祉
サービス等
報酬総額
[円](f)

（処遇改善加
算及び特定
加算の額を
含みます）

交
付
率

(

g

)

交付対象月(h)

福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金

 



事 務 連 絡 

平成２４年８月３１日 

 

 

都 道 府 県 

各 指 定 都 市 障害保健福祉主管課 御中 

    中 核 市 

 

 

                                    厚生労働省社会・援護局   

障害保健福祉部 障害福祉課 

 

 

「平成２４年度障害福祉サービス等報酬改定に関するＱ＆Ａ（平成 24年８月 31日）」 

の送付について 

 

 

平素より、障害保健福祉行政の推進に、格段の御高配を賜り厚く御礼を申し上げます。 

「平成２４年度障害福祉サービス等報酬改定に関するＱ＆Ａ（平成 24 年８月 31 日）」

を送付いたしますので、各自治体におかれましては、御了知の上、管内市（区）町村、関

係団体、関係機関に周知徹底を図るとともに、その取扱いに当たっては遺漏なきよう期さ

れたい。 

 

（照会先） 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 

評価・基準係 原、中村（３０３６） 

TEL：０３－５２５３－１１１１ 
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ないか。 

（答） 

○ 平成 24 年度に助成金の承認を受けていた障害福祉サービス事業所等につ

いては、当該承認をもって、加算の算定要件を満たしたものとみなし、平成

24年５月末までに、福祉・介護職員処遇改善計画書及び計画書添付書類を都

道府県知事等に届出をすることで算定を可能とする経過措置を設定した。従

って、この間に福祉・介護職員処遇改善計画書を作成し、都道府県知事等に

届け出ることが必要である。 

 

問 22 加算は、事業所ごとに算定するため、福祉・介護職員処遇改善加算の

算定要件である福祉・介護職員処遇改善計画書や実績報告書は、（法人単位

ではなく）事業所ごとに提出する必要があるのか。 

（答） 

○ 加算は、事業所毎に算定をするため事業所毎の届出が原則となるが、障害

福祉サービス事業所等を複数有する障害福祉サービス事業所等（法人である

場合に限る。）である場合や障害福祉サービス事業所等ごとの届出が実態に

鑑み適当でない場合、福祉・介護職員処遇改善計画書は、当該障害福祉サー

ビス事業所等が一括して作成することができる。また、同一の就業規則によ

り運営されている場合に、地域ごとや介護サービスごとに作成することがで

きる。 

 

問 23 福祉・介護職員処遇改善計画書を単独事業所で作成する場合や同一県

内の複数事業所を一括で作成する場合など、どの様式で届け出ればよいか。

（答） 

○ 福祉・介護職員処遇改善計画書は全ての事業所で作成（複数事業所を一括

で作成可能）する必要があり、複数事業所を一括で作成する場合、事業所の

一覧（添付資料１）、都道府県状況一覧（添付資料２）、市町村状況一覧（添

付資料３）を添付することとしている。 

単独の事業所で福祉・介護職員処遇改善計画書を作成する場合は、添付書

類は必要なく、同一県内の複数事業所を一括で作成する場合は、事業所一覧

（添付資料１）と市町村状況一覧（添付資料３）が添付資料として必要にな

る。 

 

問 24 福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算は、

利用料には反映されるのか。 

（答） 

○ 福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算は、利

Administrator
取り消し線


	【事務連絡】平成２４年度障害福祉サービス等報酬改定に関するＱ＆Ａ（平成24年８月31日）」の送付について

